
別表　指定申請等（排水）に係る提出書類早見表（下水道法に基づく届出の区分）
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（注１)  △については，責任技術者が新たに選任される場合は必要。
（注２）定款には，原本証明の記載と押印をお願いします。
（注３）本社が北海道内にある場合は不要
    本社が北海道外にあり，北海道内に支店（営業所）がある場合は，支店（営業所）の所在地の納税証明書が必要です。

（注４）住民票等，商業登記簿（全部事項証明書）は，３ヶ月以内に窓口で発行されたものを提出してください。
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          （本社で一括納税している場合は，その納税証明書と所在地を確認できる証明書（賃貸契約書等）が必要です）
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